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変 更 理 由

　令和６年能登半島地震に係る国の災害応急対策や復旧工事と共に、
全国の建設現場において今年度末に向けて工期末を迎える工事が増加
する中で、特に電線ケーブルについては、能登半島地震以前より速や
かな入手が困難となる状況が続いている。
　今般、第四中学校区小中一貫校施設整備工事に係る外構工事におい
ても、電線類の納入時期が一時停止されるなど、工期内の完成が見込
めない状況であり、電線類が必要な照明施設に係る工事を減額し、設
計変更契約を行うものである。

変 更 金 額 -3,429,800円 （消費税及び地方消費税の額を含む）

変更後の契約金額 153,800,900円 （消費税及び地方消費税の額を含む）

工 事 概 要
（ 変 更 後 ）

土木工事（外構）　　一式

工 事 期 間 令和5年9月22日 令和6年3月15日

契 約 金 額 157,230,700円 （消費税及び地方消費税の額を含む）

工 事 名 第四中学校区小中一貫校施設整備工事に係る外構工事

工 事 場 所 寝屋川市打上高塚町４番１号

工 事 種 別 土木一式

入札及び契約の過程ならびに契約内容＜契約変更＞

変更契約年月日 令和6年2月29日

契 約 の 相 手 方
及 び 住 所

林建設株式会社

寝屋川市仁和寺本町５丁目17番20号


